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１ はじめに

今年度から｢法教育」を取り入れた新学習指導要領が中学校で本格実施と

なった。ただ、新学習指導要領や社会・法曹界が期待している「法を主体的

に利用できる力」の養成という目的は、まだ学校現場に充分浸透していると

は言い難い。それは、いくつもの原因が考えられるが、一つの原因として「法

教育」によって、実際生徒にどのような成長・変容が生まれるのかという充

分なイメージが、教師側にないことがあげられる。

そこで、私は現在受け持っている学年の三年間の進行を見通して、１年次よ

り「法教育」を取り入れ、期待される生徒たちの具体的な成長・変容を教師

側がイメージできることを目指した授業を行ってきた。この論文では、その

授業の目的・内容・方法を明らかにするとともに、生徒の具体的な成長・変

容を検証し、今後の学校現場における「法教育」の在り方を考察してみたい。

２ 「法教育」授業の導入

現場ではいまだ法教育と聞くと「法律の解釈や裁判制度の仕組み」を理解

させる授業をイメージする教師が多いのが事実である。実際自分もその一人

であったが、数年前の夏休み中の研修に参加し、「法教育」の理念や目的に

触れる機会があったことは大変貴重であった。そこで私は、現場でどのよう

な「法教育」授業が展開できるかを考え、実際に授業を行ってみることとし

た。授業を行うにあたり、以下の三点を柱に授業を構成した。

（１）仔細な法律知識や法解釈を使わずに、生徒の力だけで充分に答えを導

き出せる内容の授業

(２)それぞれの立場を尊重し、意見交換をしながら結論を導き出せる授業

(３)根拠から、なぜ主張が導かれるのか理由付けをさせながら、議論させ

る授業

そこで私はまず、受け持ちの学年が入学した直後に、生徒たちに、人間関

係のトラブルのアンケートを実施した。(別紙資料①)学校現場ではいじめ防

止・中学校への不適応への対応等の観点から学活などでよくおこなうものだ

が、そのアンケートの項目に「法教育」の視点を取り入れた項目を入れて実

施してみた。すると、普段おとなしい学年と感じていた生徒たちの思いもよ

らぬ考え方を知ることができたのである。
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一例としてあげると、友人とのトラブルの後の行動では、「自分から絶対に

謝らない」「相手が自分の言い分を受け入れなければ友達やめる」「嫌いな

人とは付き合う必要はない」「自分に関係ないトラブルには関わらない」な

ど集団生活をしていく上で、他者への尊重の意識が薄い回答が続出したので

ある。言うまでもなく社会は「集団生活」が基本である。集団の中でいかに

みんなが満足し生活できるかを考えていくことが大切なのだが、学年全体と

してそうした意識を高めていくために学校として、何らかの手だてを考えて

いかざるを得ない結果と言えた。そこで私は、新学習指導要領の本格実施を

前にして、生徒たちがより他者を尊重する意識を高め、自分たちで問題を解

決していく一つの手段として「法教育」を実践してみるとよいのではないか

と考えた。

まず、道徳の授業で、法教育推進協議会の資料を活用させていただき、「マ

ンガ本」の貸し借りのトラブルについて生徒たちに考えさせてみた。（別紙

資料②）両者が納得できる解決策をグループで話し合い、そのグループでま

とめた解決策を理由とともに発表させてみた。生徒たちは話し合いが始まる

と、身近で理解しやすい内容であったので多くの意見を出すことができた。

「両者の納得」という基本ルールに基づき、各グループでまとめられた意見

は入学当初のアンケートの回答内容と比較して、格段に他者への尊重を意識

した内容となり、生徒の成長・変容が見られた。また、この実践により他の

教員と「法教育」の視点についての意見交換や授業構成についての議論がス

ムーズになった点も申し添えたい。

４ 発達段階に合わせた「法教育」の授業の展開

学年が進行するにつれ、中学生は、ややもすると入学当初の規範意識が薄

れ、学習・生活の意欲が減退することが多い。これを「中だるみ」と呼ぶこ

ともあるが、受け持ち学年においても、問題行動が増え、人間関係も多様に

なり、より他者の意見を聞きながら、自分の行動を考えなければならない事

例が多くなった。この時点で、次の「法教育」授業として、東京弁護士会の

方にご協力いただき、「ルール作り」の授業を展開し、生徒に規範意識を高

め、より他者の意見に耳を傾ける姿勢を身につけて欲しいと感じたのである。

（別紙③）道徳の授業の「規範意識」のテーマに合わせて、身近な町のトラ
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ブルに対して、どのようなルールが必要なのか、また、そのルールを守って

いくことが集団生活にとって、いかに大切かを実感させる内容の教材を東京

弁護士会にご提供いただき、グループごとに話合いを行わせた。多数の立場

の意見をロールプレイさせ、弁護士の方のご助言・ご支援を受けながら、生

徒たちがそれぞれの立場で納得のいくルールを作るその過程こそ、生徒たち

がルールの大切さを実感できた瞬間であったように思う。この授業のあとの

生徒たちの感想や以後の話合いの仕方に明確な変化が現れ、「みんなの満足」

を意識した結論を導こうとする動きが見られたことは、大いなる成果といっ

て過言ではない。

５ 「法教育」授業の深化

受け持ちの学年がいよいよ最上級生、３年生となり、社会科の公民的分野

を学習する段階となった。新学習指導要領に示されている通り、「対立と合

意」「効率と公正」についての内容が新たに学習内容に加わり、各社会科教

員としてもどのように、この単元を扱うで年度当初議論となった。この単元

の内容をより実感させるためにはどのような授業を展開すればよいのかとい

う点を考えたときに、自分なりに一つの答えを見いだした。それは、この「対

立と合意」「効率と公正」の考え方が、１年次、２年次と今まで行ってきた

法教育の視点とまったく同じであることに気付いたのである。

社会科の授業では、２年次に東京弁護士会のご協力を得た内容を自分なりに

アレンジし、結論として相手の立場を尊重した結論を導くこと、対立と合意、

効率と公正の視点で検討したかが明確となるその理由を挙げることを条件と

したグループ討議を行った。より活発な議論が展開され、結論も様々な視点

を取り入れた内容がみられたことは、１年次から実施した法教育の授業の成

果であったと思う。今後も、法教育の授業を深化させていく授業としては、

発達段階からしても、憲法や裁判の仕組みなどの学習内容からしても、社会

科公民的分野の授業が最適だと考えられる。

６ 学校現場における法教育を充実・発展させるための方策についての提言

前述の通り、学校現場の中で実施する法教育の授業を展開させていくこと

は新指導要領に示されている通り必須である。ただし、それを効果的に、さ

らには「法を主体的に利用する力」を養うという大目標に到達させるために
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は、さらに補充・深化が必要である。そこで、授業展開の経験を踏まえた上

で、今後の方策についての提言を３つ示したい。

(１)教員の「法教育」の指導に対する自信向上および、法教育の授業の指導

目標の明確化

法教育の充実に必要なことは、教師が、生徒に身につけさせたい力をしっ

かりと見定めることにある。なぜ今法教育なのか、そしてその身に付けさせ

たい力は何なのか。残念ながら現在の現場にはその答えをすべて明らかにで

きるほどの知識も指導技術も確立されていないといってよい。だからこそ、

これから創り上げる楽しさがあるとも言えるが、そう感じる教員はごく少数

である。着実に円滑に法教育の授業を実施していくためには、まず、教員が

法教育の授業に自信をもって臨める体制作りが必要不可欠である。現場の教

員は、当然のことだがすべて法学部の出身者ではない。あくまで教員試験に

必要な法律だけを暗記して現場に立っている。それら教師がまず法律の概念

を理解することは法教育の充実には避けては通れない課題である。「法律＝

苦手」というステレオタイプな教員の考え方を丁寧に取り去る必要がある。

自己研鑽にだけに押しつけずに、関係諸機関の教員研修のメニューの充実を

図るべきである。法教育そのものの研修はもちろんだが、教員が法を体系的

に学べるような研修も充実するとよいのではないだろうか。教員自身が、法

律に対して少なからず知識の自信のようなものを深められると法教育の授業

にも自信をもって臨むことができるものと思われる。そうした教師の自信が

生まれれば、教師自身が、学校教育の中で、法教育が最も必要な場面を見抜

き、最も適切な教科・活動で実施していくことができるのではないか。例え

ば、学年ごとに道徳や特別活動等の計画を作成する際に、その学年の特性に

応じた、必要と思われる課題への対策として、法教育を位置づけることがあ

げられる。折角弁護士会のご協力いただいた授業をおこなっても、何のため

に生徒たちに「ルール作り」をさせるのか、教師側がしっかりした指導目標

をもっていなければ、外部の方を招いた、単発の出前授業になってしまう。

教師にしっかりとした法に対する知識の自信があれば、その授業によって何

を生徒に学ばせ、将来どのような力を付けたいのか、イメージしやすくなる

はずである。規範意識を高める方法の一つとして「法教育」を位置づけたり、



- 5 -

また学年の生活指導の中で、トラブル回避・トラブル解決を考える一つの方

法として「法教育」を位置づけることなどによって、教師側の指導目標を明

確化することこそ、「法教育」の充実の第一歩と考える。

（２）「法教育」授業構築上の、教材・指導方法のデータベース化および、

地域の法曹関係者との連携

授業をやりたくても、使いやすい教材が手元にない場合、どうするか。教

師側を悩ましている一番の要因である。ルールを考える教材としてこんなも

のがあったら、あんなものがあったらと考えている教師は多いはずである。

ただ、その場合にどうしたらよいか。自作のシナリオを作成するのか、しか

し、法的に考えた場合はその教材は適切なのかどうか、確認したくても誰に

相談すべきか。あげたらきりがない課題がある。この課題の解決を急ぐべき

である。授業活用できる模擬裁判のシナリオや教材を関係諸機関でデータベ

ース化し、優れた実践例や必要な教材を、職員室のパソコンからいつでもダ

ウンロードできる「手軽さ」こそが法教育の授業の充実に絶対必要である。

さらに、教材内容に対して現場教員の要望にも耳を傾けていくことも必要で

ある。「生徒の発達段階に応じた教材がほしい」「より実例に則した教材が

ほしい」などの現場の声を受け止める窓口ができるとよいのではないだろう

か。法教育推進協議会や法務省等が全国アンケート調査等を実施する方法も

一例と思われる。また、中学校はそれぞれ地域の学習センターとしての役割

も期待されている。地域の行政書士・司法書士・弁護士の先生方をはじめ、

各地域の法曹関係者の方との連携を深め、「職場体験」「土曜講座」などの

日頃の教育活動への協力を要請することを含めて、定期的な連絡協議会等を

実施するなど、その場で授業用教材の開発や指導法への助言を求めることも

一つの方策となろう。

（３）社会科公民的分野で学習する内容との関連の明確化および授業の工夫

「法教育」というと社会科で勉強するから特に他教科では・・といった声

が実際現場ではよく聞かれる。確かに現場の感覚からすると至極当然と言え

る。社会科で「対立と合意」「効率と公正」の内容をはじめ、憲法や裁判の

仕組みや裁判員制度などについて学習するわけであるから、前述の意見は当

然だと感じる。だとするならば、関係諸機関によってもっと具体的に、社会
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科の公民的分野と法教育との関連や他教科との関連について現場に例示する

必要があると思われる。本校で実践したように、発達段階に応じて使用教材

を変え、３年社会科の公民的分野の授業の中で補充・深化させるのも一つの

例であろうし、さらに社会科の授業の中で裁判員制度の模擬裁判と関連を図

ることも社会科の授業の工夫となろう。他教科においても、国語のディベー

トとの関連も図れることも考えられ、道徳の授業は言わずもがなである。「ル

ールを守る」という点により視点を置けば、他の教科でも、授業の工夫の中

で「法教育」が位置づけられる可能性があるのである。関係諸機関によって、

現場の各教科の意見を取り入れた、各教科との関連のより具体的な例示が行

われれば、各教科の指導計画作成時に「法教育」を取り入れることが増える

と推測される。

以上３点を方策の提言として示す。

７ 結びに ～生徒の成長・変容を目指して～

以上の提言にあるように、法教育を実施していくことは新学習指導要領で

示されている通り、必須である。今後は、法教育の授業を着実にかつ、効果

的に実施されていくことへの対応が必要となる。私が実践を通して感じたの

は「法教育」そのものの目的というよりも、「法教育」の授業を経て生徒が

成長・変容する姿を見ることができた感動の大きさである。価値観が多様化

し、生徒・保護者ともに多様な意見や考えが飛び出し、日常の生徒指導の困

難さが苛烈を極める中、われわれ教員にとって「法教育」は、生徒に落ち着

いた集団生活を送らせるための大切な「方策」となりうるということを感じ

られたことも大きな収穫だった。今後は、さらに法教育の授業の教材・指導

方法について研鑽に励むとともに、さらなる生徒の成長・変容を目指し、そ

して法教育の授業を受けて卒業した子どもたちが大人になったときに、この

日本がより他者への尊重に富んだ、真の市民社会になることを目指して微力

ながら法教育に尽くしていきたいと思う。

以上自らの考えを一方的に述べたが、今までの実践では、学年教員をはじ

め本校教職員、各関係諸機関の方のお力添えによって行うことができたこと

に深く感謝の意を表して、本論文の末とする。






































